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令和 6年 6月 28日 

 

航空輸送の安全確保に関する業務改善勧告 

および（安全統括管理者の職務に関する）警告書について 
 

本日、6 月 28 日、国土交通省大阪航空局長より、当社宛に「航空輸送の安全確保に関する業務改

善勧告」ならびに（安全統括管理者の職務に関する）「警告書」が手交されましたので、下記のとお

りご報告いたします。お客様および関係する皆様に、多大なるご迷惑ならびにご心配をお掛けいた

しますこと、深くお詫び申しあげます。 

 

記 

 

1. 対象事象 

(1) 出勤前の自主検査でアルコールが検知されたことを自覚していながら出勤し、航空法で定めら

れた勤務開始前のアルコール検査を実施しないまま業務を開始したこと  

(2) 実施した整備作業の記録の廃棄および機能点検の未実施  

(3) 当該事象の社内報告および初期対応の遅れ、ならびにアルコールに関する不適切事案が再発し

ており、安全管理システムに不足があること  

(4) 本事案以外にも整備作業開始前のアルコール検査の記録漏れがあったこと  

 

2．事象概要 

(1) 5 月 18 日（土）のアルコール検査において、早番勤務（勤務時間 6：30～15：30）の整備士 1

名（50代男性）が決められた時刻（勤務開始前）にアルコール検査を実施せず、機体のトーイ

ング（けん引車で機体を移動する作業）、機体の出発前点検、機体の不具合修復などの整備業

務を実施した。 

その後、勤務開始 1 時間 12 分後に実施した検査においてアルコール（呼気 0.06mg/L）が検知

された。 

(2) 当該整備士は、上記記載の機体の不具合修復を実施したことに関し、作成途中の整備記録を廃

棄し、整備手順書に定める作業実施後の機能点検も行っていなかった。 

(3) 5月 18日に当該整備士と同じ早番勤務を実施した社員が、5月 20日、同僚に当該整備士からア

広報メモ 
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ルコール検査で反応があったことを伝えた。同僚は、翌 5 月 21 日になっても当該アルコール

反応事象が整備部内で周知されていないことを不思議に思い、管理職に質問したが管理職も当

該事象を把握していなかったことから、不適切事象が発覚した。 

 

3．違反する法規類 

(1) 不適切なアルコール検査 

① 航空機乗組員等のアルコール検査実施要領（国土交通省航空局通達） 

② 当社整備規程 付属書 整備管理規定 アルコール検査実施規則 

③ 当社社内規程 業務処理要領 第 13章 アルコール検査実施要領 

④ 当社業務規程 第 2章 8 整備従事者の責務 

(2) 不適切な整備業務 

① 航空法第 19条第 1項 

② 当社整備規程 付属書 整備管理規定 第 7章 整備記録・報告 

③ 当社業務規程 第 2章 7-1-1シフト責任者 

 

※ 当社整備規程…航空法第 104 条第 1 項に基づき、当社が、航空機の整備に関して定めた規程

で、国土交通大臣の認可を受けた規程。 

 

4. 対応 

(1) 当該整備士および当該整備士と同じ早番勤務を実施した整備士のアサイン停止 

(2) 航空機の健全性の確保 

(3) 国土交通省大阪航空局への報告（5月 21日第 1報、6月 7日中間報告書提出） 

(4) 原因究明および再発防止策（暫定）の実施 

・アルコール検査の強化 

・業務に支障を及ぼす飲酒の禁止徹底 

恒久対策に関しては、現在実施している再発防止策に加え、整備業務に対する「航空輸送の安全

確保に関する業務改善勧告」および（安全統括管理者の職務に関する）「警告書」に従って立案し、

大阪航空局と調整したうえで実施して参ります。 

 

5．運航への影響 

(1) 5月 18日より 22日までの間、不完全な整備状態のまま当該航空機を運航しました。（30便） 
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(2) 当該整備士が 5月 18日に整備作業を実施した箇所の部品すべての交換が完了する 6月 3日ま

で、当該航空機の運航を停止いたしました。（運航を停止している間は、他の航空機にて運航

したため、運航便への影響はございませんでした。） 

 

6．処分 

当該整備士ならびに管理責任者の処分は、社内規定に則り厳正に対処いたしました。 

 

７．会社コメント 

お客様および関係する皆様に、ご迷惑ならびにご心配をお掛けしていることを深くお詫び申しあ

げます。本事象を真摯に受け止め、再発防止を正しく機能させ、あらためて安全運航の堅持に努め

てまいります。 

 

8. 資料 

(1) 令和 6年 6月 28日付 阪空事安第 5号 「航空輸送の安全確保に関する業務改善勧告」 

(2) 令和 6年 6月 28日付 阪空事安第 5号 （安全統括管理者の職務に関する）「警告書」 

以 上 

 

 

＜問い合わせ：オリエンタルエアブリッジ 0957-53-6692＞ 














